
［標準様式例４-２］

契 約 変 更 年 月 日 令和8年2月20日

契 約 業 者 名 株式会社オリエンタルコンサルタンツ　茨城事務所

契 約 業 者 の 住 所 茨城県つくば市竹園２丁目１０番８号

業 務 の 名 称 Ｒ７常総国道管内事業整備効果検討７Ｋ４業務

業 務 場 所 牛久土浦バイパス、藤代バイパス及び圏央道

業 種 区 分 土木関係建設コンサルタント

業 務 概 要

履 行 期 間 （ 自 ） 令和7年5月29日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和8年5月29日

変 更 前 の 契 約 金 額 44,970,000円(税込)

変 更 金 額 +13,200,000円(税込)

変 更 後 の 契 約 金 額 58,170,000円(税込)

変 更 理 由

（　第１回　、最終　）契約変更の内容

１．交通需要予測 
２．費用便益比算出 
３．事業再評価資料作成 
４．事業計画資料の追加作成 
５．履行期間 

１．交通需要予測 
　　圏央道の事業評価監視委員会の審議対象を想定して、交通需要予測
　を２ケース増工する。
 
２．費用便益比算出 
　　圏央道の事業評価監視委員会の審議対象を想定して、費用便益比算
　出を1 ケース増工する。
　　また、牛久土浦バイパスの多様な便益として、５種の便益（時間信
　頼性向上便益、CO2 排出量削減便益、大気汚染低減便益、騒音低減便
　益、生産性向上便益）の算出についても増工する。 
 
３．事業再評価資料作成 
　　圏央道の事業評価監視委員会の審議対象を想定して、説明資料の作
　成を増工する。また、牛久土浦バイパスにおいて、必要となった事業
　費増加額の算出を増工する。 
 
４．事業計画資料の追加作成 
　　牛久土浦バイパスの環境影響評価について、内容整理等の資料作成
　が必要となったため、事業計画資料の追加作成を増工する。 
 
５．履行期間 
　　工期は、事業再評価資料作成等の追加により９１日間延長し、令和
　８年５⽉２９⽇までとする。


